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 かんぽ生命保険の学資保険の改定に関する郵政民営化委員会の調査審議にお

ける意見聴取に際し、以下の通り意見を申し述べます。 

 

我が国では、少子高齢化、人口減少が急速に進展する中、特に地方部におい

ては、生活インフラである金融機関、農業協同組合等が撤退を余儀なくされ、

これら地域にお住まいの方が日常生活を維持していく上で大きな障害となりつ

つあります。 

 

 このような中で、郵便局が最後の砦になり、郵便・貯金・保険のユニバーサ

ルサービスを国民に確実に提供するとともに、地域の発展に資する地方創生等

の取組みを通じて、地域を守り、地域にお住まいの方の生活を守ることこそ

が、我々の使命と考えております。 

 

 そのためには、健全な経営の下で、現在の郵便局ネットワークの水準を維持

していくことが必要であり、公平な規制の枠組みの下で、時代に合ったサービ

スの改善等により、日本郵政グループが適正かつ安定した収益を確保できるこ

とが重要です。 

 

 これまで全国郵便局長会は、「経営の自主性、創造性及び効率性を高めると

ともに公正かつ自由な競争を促進し、多様で良質なサービスの提供を通じた国

民の利便の向上及び資金のより自由な運用を通じた経済の活性化」という郵政

民営化法の基本理念を実現するためには、「日本郵政グループの一体経営の確

保」、「金融２社への上乗せ規制の撤廃」や「ユニバーサルサービスコストの負

担」等について、さらなる検討と環境整備が必要不可欠と主張してまいりまし

た。 
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とりわけ、金融２社（ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険）のいわゆる上乗せ規

制については、これを早期に撤廃し、社会の要請に合致した魅力ある商品や新

サービス、新規業務を他の金融機関と同様に速やかに実施できるよう、公平な

条件としていただきたいと考えております。 

 

かんぽ生命保険の新規業務の届出制への移行は、これに向けた一歩であり、

これにより、かんぽ生命保険が新たな商品の開発を行えば、郵便局ネットワー

クを活用し、全国あまねく公平に、採算が合わない離島や山間僻地にも、その

商品を早期に安定的に提供できるようになったと考えております。 

 

 今般公表された「かんぽ生命保険の学資保険の改定」については、保険料の

利殖効果を高め返戻率を改善する内容で、子供の教育資金を準備したいという

お客さまのニーズに応え、利便性の向上を実感できる新商品であり、全国の

隅々まで張り巡らされた郵便局ネットワークを活用して提供することができ、

お客さまと直接接する私どもとしても、本改定案に賛同いたします。 

 

 かんぽの不適正営業問題により、お客さまからの信頼は大きく失墜いたしま

した。私どもとしても、失われた信頼を取り戻せるよう一丸となって取り組ん

で参る所存です。そのためにも、お客さまのニーズに合った新商品を、全国の

郵便局ネットワークを通じて、早期にお届けしたいと考えております。 

 

 郵政民営化委員会におかれては、郵政民営化法の基本理念を踏まえ、利用者

にもたらされる利便性の向上を重視いただくとともに、届出制への移行の趣旨

に鑑み、速やかなかんぽ生命保険の新商品提供への支援をお願いいたします。  

また、業務開始後の確認や検証等が、過度に行われることがないよう、重ね

てお願いいたします。 

 

以 上 

 




